
‐‐ 経営・労務管理のエキスパー ト

事務所ニユース昌(豚重蓄錯患思
FAX (075)864--3367

社会保険労務士 光 木 事 務 所

醒ン政ン２
０
２
６
年
は
大
き
な
労
働
法
制
改
革

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
つ
は
４０
年
ぶ

り
と
な
る
労
働
基
準
法
の
改
革
で
す
。
具

体
的
に
は
過
半
数
代
表
制
、
労
働
時
間
等

の
情
報
開
示
、
週
４４
時
間
特
例
措
置
の
撤

廃
、
管
理
監
督
者
の
健
康
福
祉
確
保
措

置
、
連
続
勤
務
制
の
見
直
し
、
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
の
義
務
化
、
副
業

・
兼
業
の

割
増
賃
金
の
見
直
し
等
、
重
要
な
課
題
に

つ
い
て
厚
生
労
働
省
の
労
働
政
策
審
議
会

で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
中
で
急
浮
上
し
て
い
る

の
が

「
裁
量
労
働
制
の
適
用
範
囲
の
拡

大
」
で
す
。
高
市
早
苗
首
相
が
上
野
賢

一

郎
厚
生
労
働
相
に

「心
身
の
健
康
維
持
と

従
業
者
の
選
択
を
前
提
に
し
た
労
働
時
間

規
制
の
緩
和
の
検
討
」
を
指
示
し
た
こ
と

量
労
働
制
の
適
用
範
囲
の
拡
大
は
経
済

界
が
長
年
主
張
し
て
き
た
悲
願
で
す
が
、

２
０
１
９
年
の
働
き
方
改
革
関
連
法
に
裁

量
労
働
制
の
適
用
拡
大
を
盛
り
込
め
な

か
っ
た
こ
と
で
、
自
民
党
の
中
に
も
今
回

の
法
改
正
に
強
い
意
欲
を
の
ぞ
か
せ
て
い

る
議
員
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
１
つ
は
施
行
５
年
目
を
迎
え
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム

・
有
期
雇
用
労
働
法
８

条

（均
衡
待
遇
規
定
）
に
関
し
て

「同

一

労
働
同

一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
改
正

さ
れ
ま
す
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
記
載
が
な

か
っ
た
家
族
手
当
、
住
宅
手
当
、
退
職
手

当
、
夏
季
冬
季
休
暇
、
無
事
故
手
当
、
褒

賞
に
つ
い
て
原
則
的
な
考
え
方
な
ど
を
記

載
し
つ
つ
、
家
族
手
当
と
住
宅
手
当
、
夏

季
冬
季
休
暇
は
、
「
問
題
と
な
る
例
」
や

「問
題
と
な
ら
な
い
例
」
も
示
し
ま
す
。

ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
が
高
年
齢
者
雇

用
安
定
法
の
改
正
動
向
で
す
。
現
在
６５
歳

か
ら
７０
歳
ま
で
の
就
業
機
会
確
保
の
努
力

義
務
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
政
府
の
「成

長
戦
略
実
行
計
画
」
（２
０
２
０
年
６
月

２‐
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
施
行
５
年
目
を

迎
え
る
２
０
２
６
年
に
努
力
義
務
の
進
捗

状
況
を
踏
ま
え
、
義
務
化
の
法
改
正
を
検

討
す
る
と
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
６５
歳

ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
義
務
に
加
え
て
、

６５
歳
以
降
の
就
業
機
会
の
確
保
に
つ
い
て

も
何
ら
か
の
法
改
正
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
２
０
２
６
年
は
労
基
法
改
正
な
ど

労
働
法
改
正
に
対
す
る
準
備
の
年
に
な
り

そ
う
で
す
。
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第26回 定年を68歳、雇用上限を78歳に延長

自
ら
引
退
時
期
を
決
め
る
『
エ
イ
ジ
レ
ス
』

年
２
回
の
人
事
考
課
を
昇
給
・
賞
与
に
反
映

同
社
は
生
産
現
場
で
必
要
と
さ
れ

る
作
業
工
具
、
測
定
工
具
、
切
削
工
具

を
は
じ
め
と
す
る
工
場
用
副
資
材
を

扱
う
機
械
工
具
の
専
門
商
社
で
あ
り
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
を
含
め
て
３
０
０
０

人
超
の
従
業
員
が
働
い
て
い
ま
す
。

２
０
１
５
年
に
定
年
を
６５
歳
に
延
長

し
、
以
降
は
７０
歳
ま
で
継
続
雇
用
制

度
、
ま
た
７５
歳
ま
で
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

と
し
て
働
け
る
制
度
を
導
入
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
２
０
２
５
年
４
月
か
ら
定

年
年
齢
を
６８
歳
、
雇
用
延
長
制
度
の
上

限
を
７２
歳
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
雇
用

上
限
を
７８
歳
に
引
き
上
げ
ま
し
た
。

一雇
用
延
長
の
理
由
に
つ
い
て
人
事

担
当
者
は

「経
験
豊
富
な
社
員
に
若
手

人
手
不
足
解
消
の
方
策
の
１
つ
と
し
て

高
齢
者
屋
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
定
年
を
延
長
し
た
り
、
働
き
や
す

い
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
企
業
が
増
え

て
い
ま
す
。
今
回
は
定
年
年
齢
を
６５
歳
か

ら
６８
歳
、
継
続
雇
用
制
度
を
確
歳
に
延
長
。

さ
ら
に
パ
ー
ト
と
し
て
働
く
雇
用
の
上
限

を
湾
歳
に
引
き
上
げ
た
機
械
工
具
の
専
門

商
社
の
事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

社
員
の
指
導

・
育
成
や
お
客
様
と
の
良

好
な
関
係
を
継
続
し
て
も
ら
い
た
い
。

ま
た
間
接
的
な
効
果
と
し
て
、
意
欲
的

に
働
く
高
齢
者
が
い
る
こ
と
で
若
手
社

員
が

『こ
の
会
社
で
長
く
働
き
続
け
ら

れ
る
』
と
い
う
安
心
感
や
将
来
像
が
描

け
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
い
う
思
い
が
あ

る
」
と
言
い
ま
す
。
雇
用
上
限
が
７８
歳

と
い
う
の
は
ほ
ぼ
エ
イ
ジ
レ
ス
に
近
い

と
い
え
ま
す
。
「
い
ず
れ
定
年
も
６８
歳
か

ら
７０
歳
ま
で
廷
び
る
の
で
は
と
予
想
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

『体
が
動
か
な
く

な
っ
て
き
た
の
で
そ
ろ
そ
ろ
引
退
し
ま

す
』
と
い
う
人
も
出
て
く
る
と
思
う
。

本
人
自
ら
引
退
す
る
時
期
を
決
め
る
こ

と
に
な
る
。
制
度
で
は
７２
歳
で
雇
用
延

長
満
了
を
迎
え
る
前
に
退
職
す
る
場

合
、
年
齢
に
応
じ
て
お
祝
い
金
を
支
給

し
て
い
る
。
６８
歳
で
退
職
す
る
場
合
は

５０
万
円
、
以
後
１０
万
円
ず
つ
加
算
し
、

７２
歳
満
了
時
に
は
１
０
０
万
円
を
支
給

す
る
衣
人
事
担
当
者
）
と
語
り
ま
す
。

雇
用
延
長
後
は
１
年
更
新
の
契
約

社
員
。
契
約
更
新
は
健
康
で
あ
る
こ

と
、
加
え
て
年
２
回
の
人
事
考
課
を
実

施
し
、
直
近
２
回
の
結
果
が
標
準
以
下

で
な
い
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
。
評

価

・
処
遇
制
度
は
正
社
員
、
一雇
用
延
長

者
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
も
年
２
回
の
人

事
考
課
で
処
遇
を
決
定
。
評
価
項
目
は

業
績
、
姿
勢
、
能
力
、
目
標
達
成
度
の

４
つ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
が
昇
給

・
賞

与
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
雇
用
延
長
者
は
標
準
考
課

の

「Ｂ
」
が
基
準
給
と
な
り
、
半
期
ご

と
の
考
課
結
果
に
よ
つ
て
月
例
給
が
変

動
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば

基
準
給
が
３０
万
円

（１
０
０
％
）
の
場

合
、
最
高
の
Ａ
十
は
１
４
８
％
に
増
額

さ
れ
、
最
低
の
Ｃ

一
に
な
る
と
６８
％
に

減
額
さ
れ
ま
す
。
減
額
さ
れ
て
も
半
年

後
に
再
び
Ｂ
に
一戻
れ
ば
３０
万
円
に
一尿
り

ま
す
。
そ
れ
以
外
に
賞
与
は
年
２
回
、

そ
れ
ぞ
れ
月
例
給
の
１
カ
月
分
を
支
給

し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
通
勤
手
当
、
昼
食

補
助
手
当
、
残
業
手
当
な
ど
の
各
種
手

当
は
正
社
員
と
同
様
に
支
給
し
て
い
ま

す
。パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
７３
歳
に
到
達

し
た
社
員
が
健
康
な
ど
の
一
定
基
準
を

満
た
し
た
場
合
に
７８
歳
ま
で
継
続
雇
用

し
ま
す
。
給
与
は
時
給
制
。
業
務
内
容

が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
一居
用

延
長
後
の
人
だ
け
で
は
な
く
、
パ
ー
ト

タ
イ
マ
ー
と
し
て
物
流
セ
ン
タ
ー
や
各

支
店
で
働
い
て
お
り
、
働
き
方
は
そ
の

人
の
事
情
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
し
て

い
ま
す
。

戦力化と
生産性向上を目指して


